
令和４年８月１日改定

連番. 区分
項目

（事務処理説明書上の見出し名等）
改定概要

1 大学等 Ｐ８ Ⅰ ３．（２） 若手研究者の専従緩和
JSTの全体方針に基づき40歳未満に適用している若手研究者の自発的な研究活動等について、年齢の基準日
等を明記。（活動等を開始する年度の4月1日時点で適否を判断することを明確化。）

令和４年４月１日改定

連番. 区分
項目

（事務処理説明書上の見出し名等）
改定概要

1 大学等 Ｐ７ Ⅰ ３．（１） 研究代表者（PI）人件費の計上 共通版との重複内容を削除。

2 大学等 全削除 - - 若手研究者の専従緩和 共通版との重複内容を削除。

3 大学等 Ｐ８ Ⅰ ３．（２）
研究以外の業務の代行経費の計上（バイ

 アウト制度の導入）
共通版との重複内容を削除。
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